
海外子会社におけるVAT申告の適正性に
自信がありますか?
• 必要なすべてのVAT申告書が期限内に提出され、VATが納付されましたか?
• VAT申告書のレビューはしっかり行われましたか?
• 要求されるすべてのデータが申告に含まれていますか?
• VATの取扱いを誤る可能性のある特殊な取引、例えば関係会社間の資金調達

や資金移動を行いましたか?

在宅勤務でVAT
コンプライアンス
業務を管理でき
ますか?

世界中の企業が、財務・税務スタッフに
よる自宅や海外オフィス等でのリモート
ワークというワークスタイルの大きな変
化に直面しています。

各国の政府と税務当局はこの大きな変
化に理解を示していますが、企業は今ま
で通り適切なVATインボイスの発行と
データ確認を行い、正確なVAT申告書を

提出しなければなりません。特に、海外
においては月次や四半期ごとの申告が
求められる国が多く、対応の遅れが多大
なリスクにつながる可能性があります。

過大な仕入税額控除や過少な課税売上
の過少計上を防ぎ、VAT申告内容の漏

れがないようにコンプライアンス状況を
しっかりと確認する必要があります。

VAT関連の誤りが特定された場合には、

適時に税務当局への正確な開示を行う
ことで、多くの場合ペナルティの軽減ま
たは回避することができます。
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EYによるVATの緊急対応サービス

• EYのグローバルネットワークを活用し、国・地域を
問わずVATコンプライアンスの緊急支援を行います。

• EYは、貴社に代わってVAT申告書の作成及び当

局への提出を迅速かつシームレスにサポートする
VATコンプライアンス専門家の専任チームを有して

います。貴社の税務財務機能が通常の状態に戻る
まで、一時的に活用することも可能です。

• 過去のVAT申告において、管理不足等による過大
または過少申告がなかったかを確認するための
レビューを支援します。

• 必要に応じて、税務当局に対する過去の誤りに係
る自主開示及び、可能な場合はペナルティの軽減
申請を支援します。

詳細については、右記のEY消費税・VAT担当者まで
お問い合わせください。
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EYについて

EYは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーな

どの分野における世界的なリーダーです。私たちの深い洞察と高品質
なサービスは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらします。
私たちはさまざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いる
リーダーを生み出していきます。そうすることで、構成員、クライアント、
そして地域社会のために、より良い社会の構築に貢献します。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバル

ネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メ
ンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・
グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サー
ビスは提供していません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、

データ保護に関する法令により個人情報の主体が有する権利につい
ては、ey.com/privacyをご確認ください。EYについて詳しくは、
ey.comをご覧ください。

EY税理士法人について

EY税理士法人は、EYメンバーファームです。税務コンプライアンス、クロ
スボーダー取引、M&A、組織再編や移転価格などにおける豊富な実績

を持つ税務の専門家集団です。グローバルネットワークを駆使して、各国
税務機関や規則改正の最新動向を把握し、変化する企業のビジネス
ニーズに合わせて税務の最適化と税務リスクの低減を支援することで、
より良い社会の構築に貢献します。詳しくは、www.eytax.jp をご覧くださ
い。
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